
Lonely Planet's「BEST IN TRAVEL 2022」 

TOP REGION Shikoku ロゴマーク使用規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、四国への旅行客誘致を目的に、一般社団法人四国ツーリズム

創造機構（以下、当機構）が Lonely Planet's「BEST IN TRAVEL 2022」に四国地

域が選定されたことを表彰する「TOP REGION Shikoku ロゴマーク（以下、ロゴマ

ーク）」を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（ロゴマークの使用対象） 

第２条 ロゴマークは、前条の目的のために、プロモーションに関連するチラシ、

ポスター、ＷＥＢ広告等の制作などに使用するものとする。 

 

（ロゴマークの管理） 

第３条 ロゴマークは、当機構が管理する。 

 

（使用料） 

第４条 使用料は無料とする。 

 

（使用の許諾） 

第５条 ロゴマークは、広く四国観光の認知度向上と国内外への魅力発信に役立て

てもらうためのものであり、原則使用を許諾するものとする。 

２ ロゴマークの使用を希望する者は、別紙様式『Lonely Planet's「BEST IN TRAVEL 

2022」TOP REGION Shikoku ロゴマーク使用申請書』を当機構へ提出し、許諾を受

けた上で使用するものとする。 

３ ロゴマークの使用期限は、最長で 2022 年 12 月 31 日までとする。 

 

（使用の承諾） 

第６条 当機構は、使用申請書の提出をもって使用申請された場合、使用規程に則

り速やかに審査し、承諾する場合、ロゴマーク使用承認書をもって回答し、同時

にロゴマークのデータを送付する。 

２ 承諾しない場合には、その理由とともに回答する。 

 

（使用の制限） 

第７条 当機構は、ロゴマークの使用状況が次の各号のいずれかに該当する場合、

その使用を差し止めることができる。 

（１）四国地域の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。 

（２）四国地域の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれのあるとき。 



（３）ロゴマークのデザインの改変が認められるとき。 

（４）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。 

（５）特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を

与え、又は与えるおそれのあるとき。 

（６）その他、当機構が不適切と認めるとき。 

 

（責任） 

第８条 前条の規定により、ロゴマークの使用を差し止めた場合、使用者に損害が

生じても、当機構はその責めを負わない。 

２ ロゴマーク使用者がその使用によって第三者に対して損害または損失を与えた

場合でも、当機構は、損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。 

３ ロゴマークの使用により当機構が損害を受けた場合、当機構は使用者に損害賠

償を求めることができる。 

 

附則 

（施行期日）この規程は、令和３年１１月４日から施行する。  


